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医療用個人防護具流通在庫備蓄管理業務 

公募型プロポーザル募集要項 

 

 

１． 業務概要 

（１）委託業務名 

   医療用個人防護具流通在庫備蓄管理業務 

（２）委託業務内容 

   別添「医療用個人防護具流通在庫備蓄管理業務」仕様書のとおり。 

（３）委託契約期間 

   契約締結日から令和８年３月 31 日まで 

（４）委託料上限額 

   金 6,100 千円以内（消費税及び地方消費税を含む） 

 

２． 参加資格 

 応募者は、事業を効果的かつ効率的に実施することができる者とし、以下の（１）

から（６）又は（２）から（６）に掲げる要件を全て満たす者とする。 

（１）物品の購入等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格要綱（昭

和 56 年徳島県告示第 26号）第４条第１項の規定による審査により資格を有すると

認められた者。 

（２）日本国内に法人格を有する団体であり、徳島県との緊密な連携体制が確保で

きる団体等であること。 

（３）地方自治法施行令（（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しな

い者。 

（４）徳島県物品購入等に係る指名停止等措置要綱に基づく指名停止の措置を受け

ていない者。 

（５）特定の政治活動又は宗教活動等を主たる目的とする団体、公序良俗に反する

等適当でないと認められる者でないこと。 

（６）法人及びその代表者が、次の事項に該当しないこと。 

   ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

77 号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又はその構成員

（暴力団の構成団体の構成員を含む。）若しくは暴力団の構成員でなくなっ

た日から５年を経過しない者（以下｢暴力団の構成員等｣という。）の統制下

にある団体。 

   イ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立て、民

事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立て又は破
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産法（平成 16 年法律第 75 号）に基づく破産手続開始の申立てがなされた

者。 

   ウ 役員（法人の監査役及び監事を含む。）のうちに、次のいずれかに該当する

者がいる法人。 

①（破産者で復権を得ない者。 

（     ②（禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を

受けることがなくなった日から２年を経過しない者。 

（ ③（暴力団の構成員等。 

 

３． 参加手続等 

（１）提出書類 

必要書類等 部数 提出期限 

① 参加申込書（様式第１号）  

 

原本 

１部 

令和７年 12 月 25 日（木） 

午後５時（必着） 

② 登記簿謄本（履歴事項全部証明書） 

※２の（１）に該当しない者のみ提出。 

③ 提案者の概要等（様式第２号） 

※２の（１）に該当しない者のみ提出。 

※パンフレット等の会社の概要がわかる資

料を添付すること。 

④ 企画提案書（任意様式） 

※（別添１）企画提案書記載事項一覧の審査

項目、審査の視点に留意して記載すること。 

※Ａ４サイズで最大 20 ページ以内とし、ペ

ージ番号を付すこと。 

※企画提案書に基づき、１者あたり 10 分程

度でプレゼンテーションを実施していただ

く予定です。 

 

 

正本 

１部 

 

副本 

５部 

 

令和８年１月 15日（木） 

午後５時（必着） 

⑤ 見積書（任意様式） 

・宛名は「徳島県知事」とすること。 

・各調達物資の費用も記載すること。 

・１か月当たりに要する保管、管理に係る費

用も記載すること。 

⑥ 添付書類 

・カタログ等の調達物資の仕様を示す資料 
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（２）提出方法 

持参又は郵送とする。 

持参の場合は、平日午前９時から午後５時まで（12月 29日から１月２日を除く）。 

郵送の場合は、書留又は簡易書留とすること。 

   提出書類は、書類ごとに左上をホチキス等で１か所止めること。 

（３）提出先 

〒770-8570 

徳島市万代町１丁目１番地 

徳島県 保健福祉部 感染症対策課 企画・調査担当 

 

４． 提案書の審査 

（１） 審査方法 

県が別に設置する審査委員会において、提案者による企画提案のプレゼンテー

ションを実施した上で、審査基準により総合的に採点評価し、１位の者を契約相

手方の候補とする。なお、参加者が１者であった場合は、企画提案書の適否で判

断する。 

また、プレゼンテーションはオンラインで実施することとし、実施日は参加申込

書を提出した者に追って連絡する。 

（２） 審査項目 

別添１「企画提案書記載事項一覧」に記載の内容に沿って審査する。 

（３） 審査結果 

審査結果は、すべての参加者に文書により通知する。ただし、審査の経緯につい

ては公表しない。なお、審査結果に対する異議申立ては受理しない。 

 

５． 質問及び回答 

（１） 質問の受付期間 

令和７年 12 月 18 日（木）午後５時まで 

（２） 質問内容 

原則として、業務内容や手続に関する事項に限るものとし、他の事業者からの企

画提案書提出状況や積算に関する内容等の質問は受け付けない。 

（３） 質問方法 

様式第３号（質問書）により行うものとし、ファクシミリ又は電子メールのいず

れかの方法で質問すること。 
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（４） 質問に対する回答 

質問内容及び回答については、徳島県のホームページ内、組織「保健福祉部」の

「感染症対策課」ページ内に掲載する。 

（ https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/soshiki/hokenfukushibu/k

ansenshotaisakuka/） 

 

６． その他 

（１） 企画提案書の作成及び提出に要する費用は、企画提案者側の負担とする。 

（２） 提出期限後の提出書類の再提出及び差し替えは原則認めない。 

（３） 提出された書類は返却しない。なお、提出された書類は、必要に応じて複写す 

  ることがある。 

（４） 本業務を一括して、第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、 

  業務を効率的に行う上で必要と認められる場合、県と協議の上承諾を得た場合  

  は、業務の一部を委託することができる。 

（５） 提出された企画提案について、次のいずれかに該当する場合は、失格又は無効 

  となる。 

  ア 参加資格、提出先又は提出期限に適合しないもの。 

  イ 本要項及び仕様書に示した提案に関する要件に適合しないもの。 

  ウ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。 

  エ 虚偽の内容が記載されているもの。 

（６） 当募集要項及び仕様書にない項目で疑義が生じた場合は、その都度協議するも 

  のとする。 

（７） 企画提案書の提出は１者１提案とする。 

 

７． 契約の締結 

企画提案の内容及び見積金額でそのまま契約することを約束するものではなく、

選定後に、県と委託候補者は、企画提案を基に業務の履行に必要な履行条件などの

協議を行い、双方が合意に至った場合に契約を締結する。 

 そのため、締結する契約書に添付される仕様書には、徳島県と委託候補者との協

議の結果に基づき、業務の内容が追加され、又は修正される場合がある。 

 なお、県と委託候補者の協議が整わない場合は、審査基準により総合的に順位付

けを行った次点の者と協議を行うこととする。 
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８． スケジュール 

公募開始   令和７年 12 月 11 日（木） 

質問書の受付締切  令和７年 12 月 18 日（木） 

参加申込書の提出締切 令和７年 12 月 25 日（木） 

企画提案書の提出締切 令和８年１月 15日（木） 

審査委員会の開催  令和８年１月下旬（予定） 

審査結果の通知  令和８年１月下旬（予定） 

 

９． 問合せ先 

徳島県保健福祉部感染症対策課 企画・調査担当 

電 話  088-621-2227 

ﾌｧｸｼﾐﾘ 088-621-2818 

メール kansenshotaisakuka@pref.tokushima.lg.jp 
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